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　市の要介護認定を受けている65歳以上の本人または、要介護認定者を扶養している方が、所得税や
住民税の障害者控除を申告する時に必要な障害者控除対象者認定書を交付します。該当する方は申請し
てください。
対�　象　要介護認定を受けている下記の表に該当する方です。介護度にかかわらず、該当しない場合が
あります。申請時には、対象者と申請者の印鑑、介護保険被保険者証をお持ちください。※申請書は
高齢者福祉課、各出張所にあります。ホームページにも掲載してありますのでご利用ください。

⓴
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
民
年
金
は
、
20
～
60
歳
ま
で
の
方

が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
す
る
制
度

で
す
。老
後
の
生
活
保
障
だ
け
で
な
く
、

万
が
一
、
病
気
や
ケ
ガ
で
重
い
障
害
が

残
っ
た
と
き
や
、
18
歳
未
満
の
子
を
残

し
て
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、

人
生
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
と
な
る
方
は
、
20

歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に
加
入
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
学
生
の
方
や
収
入
が
少
な
く

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保

険
料
の
支
払
い
を
免
除
・
猶
予
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

T　
国
保
年
金
課　

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
２

交
通
事
故
で
被
保
険
者
証
を
使
用

す
る
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
！

交
通
事
故
な
ど
第
三
者（
相
手
）の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
た
場
合
で
、
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
使
用
し
て

治
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、「
第

三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」の
届
出
が

必
要
で
す（
無
免
許
運
転
や
飲
酒
運
転

な
ど
重
大
な
違
反
を
犯
し
た
場
合
は
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）。

用
意
す
る
も
の　
国
民
健
康
保
険
証
、

免
許
証
、
印
鑑
、
相
手
方
の
連
絡
先

お
よ
び
加
入
保
険
な
ど
の
メ
モ
、
交

通
事
故
証
明
書
（
後
日
提
出
も
可
）

届
出
先　
国
保
年
金
課

医
療
費
負
担　
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て

受
け
た
傷
病
の
医
療
費
は
、
本
来
加
害

者
が
全
額
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。

被
保
険
者
証
を
使
用
し
治
療
を
受
け

た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
で
加
入
者
の

医
療
費
を
一
時
的
に
立
て
替
え
、
あ
と

か
ら
加
害
者
に
費
用
を
請
求
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
届
出
を
す
る
前
に
示
談

を
済
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
内
容
が

優
先
さ
れ
て
国
民
健
康
保
険
で
立
て
替

え
た
医
療
費
を
加
害
者
に
請
求
で
き
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
の
前

に
、
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

T 

国
保
年
金
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
３

申込開始日　１月20日㈮～　
※障害者手帳や療育手帳などをお持ちの方（申告時に手帳を提示してください）や本人または扶養者が非
課税の方は対象となりません。
S・T　高齢者福祉課　☎0475（80）2641

（平成28年12月31日基準日）

加入者 加入手続き 保険料の
納付

第１号
被保険者

学生
自営業者
など

市役所窓口 自分で
納付

第２号
被保険者

会社員
公務員
など

勤務先 勤務先で
納付

第３号
被保険者

第２号被保
険者に扶養
されている
配偶者

配偶者の
勤務先

なし
（配偶者の
加入制度
が負担）

認定区分 障　害　理　由 認　　定　　基　　準

特別障害者
知的障害者（重度）に準ずる 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅣまたは

Ｍである方
寝たきり老人および身体障
害者（1級・2級）に準ずる

主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）
がＢ１、Ｂ２、Ｃ１またはＣ２である方

障　害　者 知的障害者（軽度・中度）
に準ずる

主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅡａ、Ⅱ
ｂ、ⅢａまたはⅢｂである方

　健
康・福
祉

障害者控除対象者認定書を交付
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行政からの
お知らせ

information

あ
ん
と
ん
ね
ぇ
さ
～　
山
武
市

『
九
十
九
里
地
域
認
知
症
家
族
の
会
』

認
知
症
の
方
を
介
護
さ
れ
て
い
る
方

や
支
援
さ
れ
て
い
る
方
達
の
交
流
・
情

報
交
換
と
、
専
門
職
か
ら
の
学
び
の
場

と
し
て
交
流
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

日�　
時　
１
月
24
日
㈫　
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

場　
所　
成
東
文
化
会
館
の
ぎ
く
プ
ラ
ザ

日�　
時　
1
月
28
日
㈯　
午
前
11
時
～

午
後
3
時

場�　
所　
さ
ん
ぶ
の
森
交
流
セ
ン
タ
ー

あ
ら
ら
ぎ
館

S
・
T　
山
武
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
４
３

山
武
市
奨
学
資
金
（
修
学
金
・
入

学
準
備
金
）
の
貸
付
申
込
受
付

修
学
に
必
要
な
資
金
を
無
利
子
で
貸

し
付
け
し
ま
す
。

申
し
込
み
資
格
・
条
件　
大
学
に
在
学

中
か
入
学
が
決
定
し
て
い
る
方
で
、

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

①
父
母
（
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
方
）

が
5
年
以
上
市
内
に
住
所
を
有
し
て

い
る
こ
と

②
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
で

あ
る
こ
と

③
健
康
で
学
業
に
対
す
る
意
欲
が
あ

り
、
学
長
ま
た
は
出
身
学
校
長
の
推

薦
を
得
ら
れ
る
こ
と

④
他
か
ら
奨
学
資
金
の
支
給
ま
た
は
貸

与
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

⑤
申
請
者
の
世
帯
で
山
武
市
の
市
税
に

未
納
が
な
い
こ
と

貸
付
額
お
よ
び
募
集
人
数

◆
修
学
金
（
月
額
４
万
円
以
内
）

　
第
１
期
：
３
人　
第
２
期
：
２
人

◆
入
学
準
備
金
（
30
万
円
以
内
）

　
第
１
期
：
３
人　
第
２
期
：
２
人

提
出
書
類

①
山
武
市
奨
学
資
金
貸
付
申
請
書

②
山
武
市
奨
学
資
金
推
薦
書

③
出
身
高
等
学
校
等
の
調
査
書
ま
た
は

成
績
証
明
書

④
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し
ま
た
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
類

⑤
同
一
世
帯
で
所
得
の
あ
る
方
全
員
の

平
成
28
年
分
の
収
入
を
証
す
る
書
類

（
確
定
申
告
書
等
の
写
し
）

⑥
合
格
通
知
書
の
写
し
ま
た
は
在
学
証

明
書

※
①
②
の
書
類
は
、１
月
６
日
㈮
か
ら
、

教
育
総
務
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

申
請
方
法　
教
育
総
務
課
（
〒
２
８
９
︱

１
３
２
４
山
武
市
殿
台
２
７
９
番
地
1

山
武
市
教
育
委
員
会
）
ま
で
持
参
ま

た
は
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、
必
ず

「
書
留
」に
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間

　
第
1
期　
２
月
15
日
㈬
～
28
日
㈫

　
第
2
期　
3
月
10
日
㈮
～
27
日
㈪

※
郵
送
の
場
合
は
、
第
１
期
、
第
２

期
と
も
に
締
切
日
の
消
印
ま
で
有

効
で
す
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

T　
教
育
総
務
課　

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
４
３
１

中
小
企
業
運
営
資
金
利
子
補
給

制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
！

市
で
は
、
中
小
企
業
の
振
興
を
図
る

こ
と
を
目
的
に
利
子
補
給
を
行
っ
て
い

ま
す
。
今
年
か
ら
制
度
が
改
正
さ
れ
、

補
給
率
と
限
度
額
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

利
子
補
給
率

　

年
利
子
支
払
額
の
㉚
％
以
内（
延
滞

利
子
を
除
く
）

利
子
補
給
の
限
度
額

　
１
事
業
所
に
対
し
て
㉚
万
円
以
内

利
子
補
給
対
象
期
間

平
成
28
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
の
期
間（
平
成
28
年
が
融
資
初
年

の
場
合
は
、
当
該
融
資
日
か
ら
）た
だ

し
、
利
子
補
給
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
は
10
年
以
内

申
込
期
限　
１
月
31
日
ま
で（
年
１
回
）

※
申
請
書
等
は
、
山
武
市
商
工
会
で
配

布
。
商
工
会
員
は
、
別
途
商
工
会
か

ら
郵
送
し
ま
す
。

S
・
T　
山
武
市
商
工
会

�

☎
０
４
７
９（
８
６
）５
１
４
７

T　
わ
が
ま
ち
活
性
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
０
１

育
教・
て
育
子

in

産
　
業

東金市外三市町清掃組合からのお願い

２月１日㈬～６日㈪まで、東金市外三市町環境クリー
ンセンターの工事のため、粗大ごみ処理施設の稼働停
止を予定しています。組合では継続してごみの収集お
よび受け入れを行うことといたしますが、この期間に
ついて可能な範囲で粗大ごみ、金属ごみ等の搬出量の
抑制についてご協力をお願いいたします。
T　東金市外三市町清掃組合業務課
　　☎0475（55）9132
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就
活
に
役
立
つ
！

�

セ
ミ
ナ
ー
＆
相
談
会
開
催

県
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
・
匝

瑳
市
・
旭
市
・
横
芝
光
町
と
共
催
で
、

中
高
年
を
対
象
に
、
就
職
活
動
に
役
立

つ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

ま
た
、
生
活
・
就
労
に
関
す
る
お
悩

み
に
つ
い
て
、
相
談
員
が
１
対
１
で
相

談
を
受
け
付
け
ま
す
。

期　
日　
１
月
27
日
㈮

場　
所　
匝
瑳
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

（
匝
瑳
市
八
日
市
場
ハ
７
９
３
︱
３
５
）

参
加
費　
無
料
（
要
予
約
）

◆
中
高
年
の
再
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

時　
間　
午
前
10
時
～
12
時
30
分

テ
ー
マ　
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
、
多
様

な
働
き
方
の
現
状
他

対　
象　
再
就
職
を
希
望
す
る
中
高
年

　
（
原
則
40
～
65
歳
で
求
職
中
の
方
）　

定　
員　
30
人
（
先
着
順
）

◆
就
労
出
張
相
談

時　
間　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
（
１

人
30
分
程
度
交
代
制
）

定　
員　
４
人
（
先
着
順
）

※
本
セ
ミ
ナ
ー
は
雇
用
保
険
受
給
中
の

就
職
活
動
実
績
に
な
り
ま
す
。

T　
わ
が
ま
ち
活
性
課　

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
０
１

S　
匝
瑳
市
産
業
振
興
課
商
工
観
光
室

�

☎
０
４
７
９（
７
３
）０
０
８
９

合
同
就
職
面
接
会
開
催
！

求
職
者
と
企
業
採
用
担
当
者
の
面
接

方
式
に
よ
る
就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま

す
。山

武
市
・
東
金
市
・
横
芝
光
町
・
大

網
白
里
市
内
の
地
元
企
業
が
参
加
し
ま

す
。企

業
の
こ
と
、
仕
事
の
こ
と
な
ど
直
接

聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
経
験
の
あ
る
仕
事

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
経
験
の
な
い
仕
事

で
も
、
興
味
・
関
心
の
あ
る
企
業
の
話
を

聞
け
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

期　
日　
１
月
31
日
㈫

時　
間　
午
後
１
～
３
時

場　
所　
東
金
市
中
央
公
民
館
２
階
講

堂（
東
金
市
東
岩
崎
１
︱
20
）

参
加
費　
無
料

対　
象　
一
般
求
職
者

（
平
成
29
年
３
月
卒

業
予
定
者
除
く
）

共　
催　
山
武
市
・

東
金
市
・
横
芝
光
町

・
大
網
白
里
市
・

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
当
日
、
履

歴
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

T　
わ
が
ま
ち
活
性
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
０
１

シ
ニ
ア
従
業
員
の
お
仕
事
説
明
会

　
九
十
九
里
（
山
武
市
共
催
事
業
）

市
と
協
定
を
結
び
、
高
齢
者
の
見
守

り
や
雇
用
促
進
を
推
進
す
る
セ
ブ
ン
︱

イ
レ
ブ
ン
が
、
近
隣
店
舗
で
行
う
短
時

間
勤
務
の
制
度
や
配
達
、
清
掃
、
レ
ジ

な
ど
の
仕
事
説
明
会
を
開
き
ま
す
。
仕

事
内
容
の
説
明
の
ほ
か
、
個
別
相
談
会

も
実
施
し
ま
す
。

近
隣
の
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ
ン
店
舗

で
、
働
く
方
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
体

力
に
併
せ
、
働
く
時
間
や
内
容
を
決
め

る
こ
と
で
、
無
理
な
く
働
く
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

日　
時　
１
月
20
日
㈮
午
前
10
時
～

場　
所　
つ
く
も
学
遊
館
研
修
室（
真

亀
川
総
合
公
園
内　
九
十
九
里
町
不

動
堂
１
２
６
番
地
）

対
象
者　
就
労
を
希
望
す
る
概
ね
60
歳

以
上
の
方
、
子
育
て
中
の
主
婦
の
方

共　
催　
九
十
九
里
町
・
山
武
市
・
東
金

市
・
大
網
白
里
市
・
横
芝
光
町
・
芝
山

町
・
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

＊
参
加
費
は
無
料
で
す
。
事
前
に
お
電

話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

S　
わ
が
ま
ち
活
性
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
０
１

T　
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

�

☎
０
４
３（
２
７
４
）６
５
１
１

in消費者情報

　餅での窒息事故に気をつけて！
　窒息の事故は家庭内で起こることが多く、特に
餅による窒息事故は高齢者に非常に多く発生して
います。また、餅を食べる機会が多いため、年末
年始に事故が集中しています。
　高齢になると、そしゃく力や
飲み込む力が低下し、食べたも
のがスムーズに飲み込みにくく
なるため、一層の注意が必要で
す。
• �餅を食べる際は、小さく切っ
て、食べやすい大きさにしま
しょう。
• �急いで飲み込まずに、ゆっくりとよくかんで、
だ液とよく混ぜ合わせて食べることが大切です。
◆山武市消費生活センター◆
日　時　平日　午前９時～正午・午後１～４時30分
　　　　	（土日祝日および12月29日～１月３日は開

設しません）
場　所　山武市役所　☎0475（82）8453
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若
者
就
労
支
援
機
関
ち
ば
南
東
部�

�
�

地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

�ち
ば
南
東
部
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン（
通
称
：
サ
ポ
ス
テ
）で
は

15
～
39
歳
の
若
者
と
、
そ
の
保
護
者
を

対
象
に
就
労
支
援
を
し
て
い
ま
す
。
専

門
的
な
資
格
を
持
っ
た
ス
タ
ッ
フ
に
よ

る
個
別
相
談
を
は
じ
め
、
就
職
に
向
け

て
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
的
と
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
催
し
、
一

人
一
人
に
合
っ
た
就
職
活
動
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
就
職
後
も
職

場
に
慣
れ
定
着
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま

で
の
サ
ポ
ー
ト
や
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

に
つ
い
て
の
ご
相
談
が
可
能
で
す
。

開
所
日
時　
月
～
金
曜
日　
午
前
９
時

～
午
後
５
時（
年
末
年
始
、祝
日
除
く
）

場　
所　
茂
原
市
役
所
９
階

利
用
料　
無
料

◆
サ
テ
ラ
イ
ト
市
原
の
ご
案
内

市
原
市
内
で
月
４
回
、
相
談
業
務
等

を
行
っ
て
お
り
ま
す（
完
全
予
約
制
、

利
用
料
無
料
）。

相
談
日　
第
１
・
２
・
３
・
４
水
曜
日

（
祝
日
除
く
）

開
所
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
４
時
45

分
相
談
場
所　
第
１
水
曜
日　
市
原
青
少

年
会
館
２
階
和
室

　
第
２
・
３
・
４
水
曜
日　
市
原
市
勤

労
会
館
（
Ｙ
Ｏ
Ｕ
ホ
ー
ル
）
２
階　

第
１
会
議
室　
※
第
１
・
３
水
曜
日

は
個
別
相
談
の
ほ
か
に
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

S　
電
話
予
約

�

☎
０
４
７
５（
２
３
）５
５
１
５

h
http://chiba-nanto-saposute.jp/

Ｅ
Ｇ
さ
ん
む
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

さ
ん
む
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

推
進
協
議
会（
Ｅ
Ｇ
さ
ん
む
）は
、
市
や
商

工
会
、
銀
行
な
ど
と
と
も
に
、
地
元
中
小

企
業
が
長
生
き
し
て
繁
栄
で
き
る
ビ
ジ
ネ

ス
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

Ｅ
Ｇ
さ
ん
む
で
は
、
企
業
誘
致
に
頼
る

の
で
は
な
く
地
元
中
小
企
業
の
成
長
に

よ
る
地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
エ
コ
ノ

ミ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
、
さ
ま

ざ
な
分
野
の
方
々
に
広
く
紹
介
す
る
た
め

「
地
域
経
済
と
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ニ
ン

グ
」を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
ま
す
。
詳
し
く
は
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日　
時　
２
月
９
日
㈭
午
後
５
時
～

場　
所　
蓮
沼
シ
ー
サ
イ
ド
イ
ン
小
川
荘

S
・
T　
Ｅ
Ｇ
さ
ん
む
事
務
局（
わ
が
ま

ち
活
性
課
）

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
０
２

 
h
http://eg-sam

m
u.jp/

　育児・介護休業法および男女雇用機会均等法が平成28年３月に改正され、介護休業の分割取得
や、半日単位の子の看護休暇・介護休暇、妊娠・出産・育児休業等を理由とする嫌がらせ等（いわ
ゆるマタニティハラスメント）に対する防止措置義務などが新たに盛り込まれました。
※改正内容の詳細、資料等は千葉労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。

千葉労働局雇用環境・均等室では、ハラスメントに関する相談を受け付けています。
　妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする解雇、雇止め等の不利益取り扱いは法律で禁
止されていますので、このようなハラスメントでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
　改正育児・介護休業法および改正男女雇用機会均等法では、上司・同僚からの妊娠・出産・
育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられ、事業主は職
場においてハラスメント相談窓口を設置するなどの対策が必要となります。

ご相談は、千葉労働局雇用環境・均等室へ　☎043（221）2307
受付時間　午前８時30分～午後５時15分　月～金曜日（祝日を除く）

－平成29年１月１日施行－

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます
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犬
の
し
つ
け
方
教
室

日　
時　
２
月
17
日
㈮
午
後
１
時
30
分

～
４
時
（
午
後
１
時
受
付
開
始
）

場　
所　
さ
ん
ぶ
の
森
交
流
セ
ン
タ
ー

あ
ら
ら
ぎ
館
多
目
的
室

内　
容　
適
正
飼
養
・
関
係
法
令
等
の

講
義
お
よ
び
犬
の
訓
練
士
に
よ
る
し

つ
け
方
の
実
演

定　
員　
20
人
（
山
武
保
健
所
管
内
在

住
者
）

そ
の
他　
参
加
費
無
料
・
飼
い
犬
の
同

伴
不
可

S
・
T　
環
境
保
全
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
６
１

椎
茸
・
な
め
こ
の
種
駒
お
よ
び

�

苗
木
の
斡
旋

千
葉
県
森
林
組
合
北
総
事
業
所
で

は
、
椎
茸
お
よ
び

な
め
こ
の
種
駒
、

各
種
苗
木
の
斡
旋

を
し
て
い
ま
す
。

購
入
希
望
の
方

は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
１
月
25
日
㈬

引
渡
方
法　
千
葉
県
森
林
組
合
北
総
事

業
所
で
の
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
。

単　
価　
椎
茸
種
駒
・
な
め
こ
種
駒（
各

千
個
入
り
）各
３
３
４
８
円（
税
込
み
）

　
苗
木
に
つ
い
て
は
直
接
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

T　
千
葉
県
森
林
組
合
北
総
事
業
所

�

☎
０
４
７
５（
５
５
）９
４
７
４

肥
料
販
売
の
お
知
ら
せ

販
売
価
格　
山
武
活
性
肥
料　
約
13
㎏

入
り
１
袋　
山
武
市
民
１
０
０
円
／

市
外
者
２
０
０
円
・
大
富
活
性
肥
料

約
13
㎏
入
り
１
袋　
山
武
市
民
50
円

／
市
外
者
１
０
０
円

販
売
場
所　
大
平
地
区
汚
水
処
理
施
設

内
に
て
指
定
日
時
の
み
販
売

※
Ｊ
Ａ
山
武
郡
市
第
３
集
出
荷
セ
ン

タ
ー
（
や
さ
い
の
里
）
付
近
で
す
。

販
売
日
時　
毎
月
第
２
・
第
４
火
曜
日

午
前
９
～
10
時
ま
で
（
火
曜
日
が
祝

日
の
場
合
は
水
曜
日
）

※
50
袋
以
上
の
購
入
の
場
合
は
事
前
に

ご
予
約
頂
け
れ
ば
指
定
日
時
以
外
の

販
売
も
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
農
林
水
産
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
１
２

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

不
法
ヤ
ー
ド
の
情
報
提
供
の

�

お
願
い

◆
ヤ
ー
ド
と
は
？

ヤ
ー
ド
と
は
周
囲
を
鉄
壁
等
で
囲
ま

れ
た
作
業
場
で
、
海
外
へ
の
輸
出
等
を

目
的
と
し
て
自
動
車
等
の
保
管
・
解

体
、
コ
ン
テ
ナ
詰
め
等
の
作
業
を
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
施
設
で
す
。

一
部
の
ヤ
ー
ド
で
は
、
盗
難
車
両
の

解
体
や
不
正
輸
出
の
作
業
場
と
な
っ
て

い
る
ほ
か
、
不
法
滞
在
外
国
人
の
稼
働

場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
犯
罪

の
温
床
と
な
っ
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ

ま
す
。
さ
ら
に
、
廃
油
等
に
よ
る
土
壌

や
地
下
水
の
汚
染
な
ど
生
活
環
境
の
悪

化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
！

警
察
で
は
、
不
法
ヤ
ー
ド
の
取
り
締

ま
り
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
地
権
者

の
協
力
を
得
て
、こ
う
し
た
悪
質
な
ヤ
ー

ド
の
撤
去
・
解
体
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ヤ
ー
ド
内
で
違
法
行
為
が
行
わ
れ
て

い
る
、
ま
た
は
不
審
な
者
た
ち
が
出
入

り
し
て
い
る
な
ど
、
断
片
的
な
情
報
で

も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
情
報
提
供
を
お

願
い
し
ま
す
。

・
深
夜
帯
に
解
体
作
業
を
し
て
い
る

・
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や
有
効
な
車
検

証
、
自
賠
責
保
険
証
が
捨
て
ら
れ
て

い
る

・
山
間
部
や

通
り
か
ら

奥
ま
っ
た

と
ろ
に
あ

り
、
会
社

名
や
経
営

者
が
不
明

で
あ
る

・
自
動
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る

・
営
業
実
態
が
な
く
、
い
つ
も
閉
鎖
さ

れ
て
い
る

・
市
街
化
調
整
区
域
で
あ
る
の
に
建
物

が
建
て
ら
れ
て
い
る

こ
の
よ
う
な
ヤ
ー
ド
に
つ
い
て
ご
存

じ
の
方
は
、
山
武
警
察
署
ま
た
は
最
寄

り
の
交
番
、
駐
在
所
ま
で
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

T　
山
武
警
察
署

�

☎
０
４
７
５（
８
２
）０
１
１
０

暮
ら
し・環
境

ご協力ありがとうございました

　11月20日のごみゼロ運動で、市
民の皆さん約9,800人の参加により、
約12トンのごみを
回収しました。
ご協力ありがとう
ございました。

T　	環境保全課
☎0475（80）1161
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固
定
資
産
税
の
現
況
把
握
に

�

ご
協
力
く
だ
さ
い

家
屋
の
新
増
築
・
取
り
壊
し
、
ま
た

は
地
目
変
更
の
登
記
を
行
わ
ず
土
地
の

使
い
方
を
変
更
し
た
場
合
は
、
課
税
課

ま
で
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

固
定
資
産
税

は
、
毎
年
１
月

１
日（
賦
課
期

日
）に
土
地
・

家
屋
お
よ
び
償

却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
方
に

納
め
て
い
た
だ

く
税
金
で
す
。

把
握
漏
れ
に
よ
る
課
税
誤
り
を
防
ぐ
た

め
、
固
定
資
産
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

は
、
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
に
登
記
し
て
い
な
い
家
屋
を
取
り

壊
し
た
方
、
滅
失
登
記
が
済
ん
で
い
な

い
方
は
、必
ず
課
税
課
資
産
税
係
に「
家

屋
取
壊
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
家
屋
取
壊
届
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

資
産
税
係
窓
口
へ
お
申
し
付
け
く
だ
さ

い
。

T　

課
税
課　

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
８
２

ECOCAN@SAMMU開催

子
の
自
慢
孫
が
自
慢
の
ク
ラ
ス
会
夫
の
こ
と
な
ど
だ
ー
れ
も
言
わ
ず�

髙
﨑
ヨ
シ
子

三
年
間
汗
に
ま
み
れ
し
ラ
ケ
ッ
ト
で
孫
は
最
後
の
試
合
に
臨
む�

小
池　

澄
子

彼
岸
入
り
墓
地
は
ひ
と
と
き
賑
い
ぬ
好
み
の
花
供
え
香
を
燻く
ゆ

ら
す�

前
田　

一
夫

降
り
出
だ
し
波
立
ち
さ
は
ぐ
潟
の
上
つ
ば
さ
急
ぎ
て
鳥
は
飛
び
交
ふ�

森　

み
ず
え

ハ
ロ
ウ
イ
ン
の
衣
装
で
十
字
路
往
復
す
パ
ズ
ル
埋
ま
ら
ぬ
ま
ま
の
若
者�

栗
崎　

耕
三

点
滅
の
信
号
一
つ
鄙
の
道
子
連
れ
の
猿
が
ゆ
っ
く
り
渡
る�

渡
辺
美
佐
夫

う
ず
き
出
す
自
律
神
経
台
風
の
来
る
と
う
予
報
ピ
タ
リ
と
あ
て
る�

大
竹
み
さ
を

薄
あ
か
り
宿
か
ら
洩
れ
て
芒
穂
が
白
く
つ
や
や
か
揺
ら
め
い
て
い
し�

木
村　

和
子

千
両
の
朱
の
実
を
数
多
掲
げ
お
り
未
だ
ひ
よ
ど
り
の
啄
む
を
見
ず�

池
上　

弘
雄

茅
の
実
の
数
多
落
ち
た
る
階
き
ざ
は
しの
角
を
曲
が
れ
ば
左
千
夫
の
歌
碑
が�

遠
藤
千
枝
子

税

　
　
短
歌
「
左
千
夫
短
歌
会
・
鈴
の
会
」

　「税」について知ってもらうため、市役
所税務担当職員が行う租税教室を成東小学
校、蓮沼小学校で開催しました。児童たち
は、１億円のレプリカに興味深々で「税金
の大切さがわかった」、「税金が無くなると
困ると思った」などの感想も聞かれました。
T　課税課
� ☎ 0475(80)1281

租税教室を開催しました
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平
成
㉘
年
分
確
定
申
告
書
の

�

提
出
と
納
付

◆
申
告
と
納
税
の
期
限

平
成
28
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
、
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
の

期
限
は
、
３
月
15
日
㈬
で
す（
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替
納
税
を

ご
利
用
の
方
は
、
４
月
20
日
㈭
が
振
替

日
で
す
）。

平
成
28
年
分
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
申
告
と
納
税
の
期
限
は
、
３
月

31
日
㈮
で
す（
振
替
納
税
を
ご
利
用
の

方
は
、４
月
25
日
㈫
が
振
替
日
で
す
）。

◆
確
定
申
告
書
作
成
・
提
出
会
場

東
金
税
務
署
で
は
、
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
贈
与
税
の

申
告
書
作
成
・
提
出
会
場
を
次
の
と
お

り
開
設
し
ま
す
。

会　
場　
東
金
商
工
会
館
１
階
（
東
金

市
東
岩
崎
１
︱
５
）

期　
間　
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

（
土
日
を
除
く
）

時　
間　
受
付
：
午
前
８
時
30
分
～
午

後
４
時
（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

　
相
談
：
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
混
雑
時
は
、
受
け
付
け
を
早
め
に
締

め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
お
車
で
ご
来
場
の
際
は
、
東
金
駅
東

口
に
あ
る
「
タ
イ
ム
ズ
東
金
駅
前
第

３
駐
車
場
」
を
無
料
で
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
台
数
に
限

り
が
あ
る
た
め
、
可
能
な
限
り
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
会

場
と
税
務
署
の
駐
車
場
は
、
利
用
で

き
ま
せ
ん
）。

◆
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

平
成
28
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
、「
税

理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談
」が
開
催

さ
れ
ま
す
。

開
催
日　
２
月
６
日
㈪
・
７
日
㈫

時　
間　
午
前
９
時
30
分
～
正
午

　
　
　
　
午
後
１
～
４
時

場　
所　
山
武
市
役
所
３
階
大
会
議
室

○
小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
・
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
、
年
金
受
給
者
並
び
に
給
与
所

得
者
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
申
告
書
（
土
地
、
建
物
お
よ
び

株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
場
合

を
除
く
）
を
作
成
し
て
提
出
で
き
ま

す
。
申
告
書
等
の
提
出
の
み
の
場
合

は
、直
接
税
務
署
に
提
出（
郵
送
可
）

し
て
く
だ
さ
い
。

○
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
、
計
算
器

具
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る

本
人
確
認
書
類
（
下
部
記
載
内
容
を

参
照
）
等
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
年
の
確
定
申
告
書
等
の
控

え
、
利
用
者
識
別
番
号
等
の
通
知
書

を
お
持
ち
の
場
合
は
、
併
せ
て
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

○
混
雑
時
は
、
受
け
付
け
を
早
め
に
締

め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

◆
法
定
調
書
の
作
成
・
提
出
は
ｅ
︱
Ｔ

ａ
ｘ
で

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所

な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
法
定
調
書
等
を
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（w

w
w
.

e-tax.nta.go.jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

利
用
開
始
の
手
続
、
パ
ソ
コ
ン
の
推
奨

環
境
、
ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
の
操
作
方

法
、
よ
く
あ
る
質
問（
Ｑ
＆
Ａ
）な
ど
、

ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ
に
関
す
る
最
新
情
報
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

※
平
成
28
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
等
の
法
定
調
書
合
計
表
の
提
出
期

限
は
、
１
月
31
日
㈫
で
す
。

T　

東
金
税
務
署
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代
）

◎平成28年分から所得税および復興特別所得税•消費税および地方消費税・
　贈与税の申告書には、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。
◎税務署では本人確認を行いますので、申告書を提出する際には、甲告されるご本人の本人確認書
　類の提示または写しの添付が必要です。
≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
　①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ【番号確認および身元確認書類】
　②マイナンバー通知カード【番号確認書類】＋運転免許証など【身元確認書類］
※郵送にて申告書を提出する場合は、①の写しまたは②の写しを添付してください。
　（①の写しを添付する際は、表面および裏面の写しが必要です）
※自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です!


